
議案第２４号 

   八潮市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条   

   例について 

 八潮市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を別紙のとおり改正す

るものとする。 

 

  令和８年２月２７日提出 

                   八潮市長 大 山  忍    

 

      提 案 理 由 

 政務活動費の交付額を改定したいため、この案を提出するものである。 



   八潮市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 八潮市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第１項及び第３項中「２００，０００円」を「３６０，０００円

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


